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物件番号 所 在 地 実測面積 用 途 地 域 

１ 
安芸郡熊野町 

川角一丁目 641番 1 
3,155.37㎡ 第１種中高層住居専用地域 
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〒731-4292 

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目 1番 1号 

担当：総務部財務課 

電話：082-820-5632 
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申込みから所有権移転までの流れ 

 

 

※３ページ以降の「町有地売却申込要領」を必ずお読みください。 

※各物件は現状有姿での引き渡しになります。必ず現地を確認のうえお申し込みください。 

 

● 一般競争入札申込み                                 

 

〇受付期間：令和８年５月 27日（水）～令和８年６月 16日（火） （閉庁日を除く） 

  〇受付場所：熊野町役場 総務部財務課 

 

● 入札保証金の納付                                    

 

申込みをされた方は、入札保証金を納付していただきます。 

  

● 入 札（期間入札）                                         

 

〇受付期間：令和８年６月 18日（木）～令和８年６月 26日（金） （閉庁日を除く） 

  〇受付場所：熊野町役場 総務部財務課 

 

● 開札・落札者決定                                         

 

〇開札日時：令和８年６月 30日（金）午後２時 15分から 

  〇開札場所：熊野町役場 ３階会議室 

 

● 契約の締結、契約保証金の納付                                       

 

  落札者と売買契約を締結し、契約保証金を納付していただきます。 

  （売買代金を即納する場合、契約保証金は必要ありません） 

 

● 売買代金の支払い                                    

   

売買代金から契約保証金を差し引いた残額を一括納付していただきます。 

   

● 所有権の移転等                                  

   

所有権は、売買代金完納と同時に移転し、物件を現況のまま引き渡します。 

※所有権移転の登記手続きは、熊野町が広島法務局に対して嘱託します。 
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● 注意事項                                    

 

物件番号１【川角一丁目 641番１】 

（１）土地の現況について 

 ・北西の接道側が全体的に道路から約１ｍ程度低くなっており、土地の中ほどでさらに約１ｍ程

度低くなっています。また接道面には電気事業者による電柱が２本、熊野町のカーブミラーが

１本設置されています。 

・南東側の法面手前には安全柵として金網フェンスが存置されています。 

・南東側の法面下部に隣接する水路に見られる赤茶色の沈殿物は、平成 29年に調査した結果、鉄

バクテリア（レプストリックス）等であることが確認されています。 

・東側には道路の突き当りからつながる部分に簡易な舗装物（コンクリートブロックやレンガ等）

が若干残置されています。 

・令和２年度に実施した南西側隣接の法面改良工事により発生した残土（約 250 ㎥）が残置され

ています。なお、令和元年に土砂災害警戒区域等に指定されていましたが、この工事実施によ

り令和３年５月 27日付けで解除されています。 

・地下については埋蔵物調査、土壌汚染調査等は行っていません。 

・上記を含め、現状有姿での引き渡しとするため、事前に現地を確認し、関係者と協議する等、

土地利用計画に合わせた適切な処置を落札者の負担と責任で行ってください。 
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町有地売却申込要領 

 

 

熊野町が行う「土地の売り払い」の一般競争入札（以下、「入札」という。）に参加される方は、本

申込要領の内容を承知のうえ、入札に参加してください。 

 

 

１．入札物件                                     

 

物件番号１ 

所在地 
公 簿 現 況 

最低売却価格 
地目 地積 地目 面積 

川角一丁目641番1 雑種地 3,155㎡ 雑種地 3,155.37㎡ 60,200,000円 

  

 ※入札物件の詳細については、物件説明（P23）をご覧ください。 

※物件は、現況のままで引き渡します。（図面と現況が相異している場合は、現況が優先します。） 

※現地説明会は実施いたしません。入札参加を希望される方は、申込み前に必ず現地状況をご確認

ください。 

 

 

２．物件の確認                                     

 

（１）現地及び図面により敷地の範囲及び地上・空中工作物の位置を確認してください。 

 

（２）立木の伐採、雑草の草刈等地上・地下・空中工作物の補修・撤去等の負担及び調整は、物件敷

地の内外及び所有権等の権利の帰属主体の如何を問わず、一切熊野町では行いません。 

 

（３）熊野町では、上下水道、電気等供給処理施設に係る補修、撤去や引き込み工事を実施したり、

これらに必要な費用を負担したり、供給処理施設への負担金の支払い等は一切行いません。 

 

（４）建設に係る条件及び上下水道、電気の引き込み等については、建築関係機関及び供給処理施設

の管理者等に対して事前によくお問い合わせのうえ、対応してください。 

 

※ 物件は、現況のままで引き渡します。 

※ 必ず現地をご確認ください。 
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３．契約に当たって付する主な特約                          

 

（１）公序良俗に反する使用の禁止 

入札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公

序良俗に反する用に使用してはなりません。 

 

（２）風俗営業等の禁止 

入札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２

条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用してはなりませ

ん。 

 

（３）実地調査等 

（１）、（２）について、本町において必要があると認めるときは、実地調査等を行いますが、

買主は協力義務があります。 

 

（４）違約金 

（１）、（２）の条件に違反したときは、町の定める金額を違約金として町に支払わなければな

りません。 

 

 

４．入札参加資格                                  

 

入札に参加される方が次に掲げる事項に該当しない者であれば、個人、法人または、２人以上の

共有名義を問わず、どなたでも入札に参加できます。 

 

（１）入札にかかる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

 

（２）次のいずれかに該当する者でその事実があった後、３年を経過していない者及びその者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

① 熊野町との履行契約に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

② 熊野町の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 熊野町の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は町との契約者が契約を履行するこ

とを妨げた者 

④ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に

当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由なくして、熊野町との契約を履行しなかった者 

 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号から第

６号に該当する者 
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（４）市町村税を滞納している者 

 

（５）上記の他、申請に不正があった者、又は、熊野町の審査により売却の相手方として不適切であ

ると判断された者 

 

 

５．入札参加申込み                                 

 

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。 

 

（１）受付期間 

令和８年５月 27日（水）から令和８年６月 16日（火）まで 

午前８時 30分～午後５時 15分（ただし、正午～午後１時を除く） 

※閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）は受付を行いません。 

※最終日は午後５時 15分必着（郵送・持参とも） 

 

（２）受付場所 

熊野町役場 総務部 財務課 

安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号（℡082-820-5632） 

 

（３）申込方法 

様式第１号「入札申込書」（P15）、様式第２号「入札受付書」（P17）、様式第３号「入札保証金

払込書発行依頼書」（P18）に必要事項を記入又は押印（印鑑証明書の印）し、次の書類を添えて

熊野町 総務部 財務課へ郵送（簡易書留（申込者費用負担））又は直接持参により申込んでくださ

い（FAX、電子メール等無効）。申込みされた方には、必要な書類一式をお渡しします。なお、申

込み内容に不備や不足等がある場合は、申込みが無効となることがありますのでご注意ください。 

 

（４）添付書類 

① 個人の場合 

ⅰ 住民票（世帯全員の表示があり、個人番号・本籍の記載のないもの）の写し  ・・ １通 

ⅱ 印鑑登録証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

ⅲ 市町村税の納税証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

② 法人の場合 

ⅰ 商業・法人登記事項証明（履歴事項全部証明書）  ・・・・ １通 

ⅱ 印鑑証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

ⅲ 市町村税の納税証明書  ・・・・・・・・・・・・・・・・ １通 

 

※ⅰ、ⅱ、ⅲについては、発行後３ヶ月以内のもの。 

   ※上記①ⅲ及び②ⅲの「市町村税の納税証明書」は、熊野町税の滞納がないことを証明する文

書で、熊野町 住民生活部 税務住民課（熊野町役場１階・082-820-5603）で交付を受けるこ

とができます。熊野町以外の住所地の方は、それぞれの市役所・町村役場へお尋ねください。 
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（５）申込みに当たっての留意事項 

① 申込みに当たっては、１社（１世帯）につき１申込みとなります。 

② 所有権の移転登記の際に共有の希望がある場合は、共有予定者全員の連名で申込みをして

ください。その際には、様式第１号（P15）に代表して入札に参加される方の住所・氏名を記

載していただき、様式第１号別紙（P16）を添付してお申込みください。様式第２号（P17）に

は代表者、共有予定者全員の住所・氏名を記載してください。 

また、代表者及び連名者全員について、持分を記載してください。なお、連名で申し込みさ

れる場合は、連名者全員についての書類の提出が必要です。 

③ 資格要件、遵守事項など申込みにおいて、虚偽の記載や不正の行為、違反が見つかった場合

は、申込みを無効とし、落札者決定の取消を求める場合があります。 

 

６．入札に必要な書類                                 

 

（１）町からの発送書類 

   入札参加申込みされた方には、下記の書類一式をお渡し（送付）します。 

① 入札書（２枚、１枚は予備） 

② 封筒（入札書用） 

③ 封筒（返信用） 

④ 入札保証金納付書 

⑤ 入札保証金還付請求書 

⑥ 入札結果の公表に関する同意書 

⑦ 入札受付書（熊野町による受付印押印済のもの） 

 

（２）書類の確認 

   送付された書類を確認の上、必要事項を記入又は押印してください（押印する印鑑は入札参加

申込書に押印したものと同一であること）。 

 

（３）書類の提出 

   入札に必要な書類一式（下記）を、町から送られた返信用封筒により、郵送（簡易書留（入札

参加者費用負担））又は直接持参によりご提出ください。 

   ① 入札書（封筒に入れ、封緘の上、封筒の継ぎ目に封印（押印）してください。） 

   ② 入札保証金の領収書の写し 

   ③ 入札保証金還付請求書 

   ④ 入札結果の公表に関する同意書 

 

７．入札保証金                                   

 

（１）入札保証金の納付 

① 入札参加の申込みをされた方は、入札者が見積もられる金額の５／100以上の額の入札保証金

を指定の金融機関で納付していただきます（入札保証金の額の 20 倍の範囲で入札することが

できます）。 
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② 入札保証金の払込書は、様式第３号「入札保証金払込書発行依頼書」（P18）により作成します

ので、入札申込み時には必ずご提出ください。 

③ 入札保証金を事前に納付いただいた後は、納付後の領収書は大切に保管し、その写しをご提

出ください。 

④ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないときには、入札保証金は違約金として熊野町に帰属

し、お返ししません。 

 

（２）入札保証金の還付 

① 落札者 

入札保証金については、契約締結までの間は締結確保のため引続き入札保証金として町で保

有し、契約締結時には、売買代金の即納の場合には売買代金へ充当し、支払い期日延期の場合

には契約保証金へ充当します。なお、契約保証金に充当された入札保証金は、落札者が落札物

件の売買契約を締結しないときは返還されませんので、ご注意ください。 

② その他の者 

落札者以外の方（入札書の提出をしなかった方等を含む）には入札終了後、ご指定の銀行口

座への振込みにより返還します（口座振込のため、時間を要しますのでご了承ください）。なお、

返還する入札保証金には利息は付しません。 

 

（３）入札保証金の帰属 

入札参加者が入札に関し、不正の行為をしたときは、納付した入札保証金は町に帰属します。 

 

８．入札に当たっての注意事項                            

 

  入札書は必ず熊野町所定の様式を使用し、次の点にご留意ください。 

 

（１）一度提出された入札書は、その理由のいかんに関わらず、その取り消し、変更、引き換え、入

札後においての見込み違い、誤記、物件に関する異議等があっても一切これを受け付けません。 

 

（２）入札書には、入札者の住所・氏名を記入のうえ、印鑑（印鑑証明書と同じ印影）を押印してい

ただきます。 

 

（３）入札書への金額記入は、アラビア数字（０、１、２、３‥・）を使用し、金額の頭書きには「￥」

印を付してください。 

 

（４）次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効となります。 

① 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

② 入札を取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。 

③ 所定の入札書によらない入札 

④ 入札者の記名押印がない入札 

⑤ 入札申込書の申込者印と異なる印鑑を押印した入札 

⑥ 入札者が２以上の入札をしたとき。 

⑦ 他人の代理を兼ね、又は２人以上を代理して入札をしたとき。 
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⑧ 入札者が連合して入札したとき。 

⑨ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 

⑩ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

⑪ 入札書の入札金額が訂正してあるとき。 

⑫ 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正し、挿入し又は削除した場合にその箇所に押印のない

とき。 

⑬ 最低売却価格を下回る入札をしたとき。 

⑭ その他不正の行為があった入札、入札に関する条件に違反した入札 

⑮ 入札書が所定の場所・日時に到達しない場合 

 

９．入 札（期間入札）                                  

 

入札は、入札受付期間中に郵送（簡易書留（入札参加者負担））又は直接持参により、入札書（封

筒入り）を含む「入札に必要な書類」一式（Ｐ６「６．入札に必要な書類（３）書類の提出」をご参

照ください）を、熊野町役場 総務部 財務課に提出してください。 

なお、入札受付期間最終日の受付時間を過ぎて到達した入札書は無効となります。郵送による提

出の場合は、簡易書留にて早めの時期にお送りください。 

 

（１）入札受付期間 

令和８年６月 18日（木）から令和８年６月 26日（金）まで 

午前８時 30分～午後５時 15分（ただし、正午～午後１時を除く） 

※閉庁日（土曜日、日曜日、祝日）は受付を行いません。 

※最終日は午後５時 15分必着（郵送・持参とも） 

 

（２）入札受付場所 

熊野町役場 総務部 財務課 

安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号（℡082-820-5632） 

 

10．開 札                                     

 

開札への参加は任意です。なお、開札会場への入場には入札受付書（町の受付印押印済のもの）が

必要となりますので、必ずご持参ください（会場への入室は１名まで）。 

 開札時において、入札者が開札会場に来場されていない場合は、当該入札事務に関係のない職員を

立ち会わせて開札を行います。 

 

（１）開札日時 

   令和８年６月 30日（火）午後２時 15分 

 

（２）開札場所 

   熊野町役場 ３階会議室 

安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号 
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11．落札者の決定                                  

 

（１）開札の結果、有効な入札を行った者のうち入札書に記入された金額が、熊野町が定める最低売

却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。 

 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定

します。この場合、該当する入札者が開札会場に来場していない場合や、くじを引かれない方が

あるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わりにくじを引きます。 

 

（３）落札者はその権利を他者に譲ることはできません。 

 

12．開札結果                                    

 

開札した場合に、落札者があるときはその者の氏名（法人の場合は名称）及び金額を、落札者がな

いときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。 

また、開札に不参加の方には、文書（郵送）にて当該入札に係る結果を通知します。 

 

13．契約の締結                                   

 

（１）売買契約書の提出 

落札決定者は、令和８年７月３日（金）までに記入押印した契約書案を２通提出していただき

ます。 

 

（２）契約の締結 

売買契約の締結は、落札者が契約書を提出した後に、速やかに行います。 

※売買契約は、「落札者」名義で締結することとなります。 

共有名義で参加した場合は、「共有者全員」の名義で締結することとなります。 

 

（３）契約費用 

売買契約書の１通（町が保管する分）には、契約金額に応じて収入印紙を落札決定者の負担に

より貼付していただきます。 

 

14．売買代金の支払方法                               

 

（１）即納の場合 

① 落札決定者は、熊野町が発行する納入通知書により契約締結日から金融機関の営業日である

10日以内（令和８年７月 17日（金）まで）に納付しなければなりません。 

なお、入札の際に納付された入札保証金は、売買代金に充当されることとなります。 

② 契約締結後、売買代金の支払いが指定期日までに行われなかった場合には、売買契約を解除の

うえ、入札保証金は違約金として熊野町に帰属し、お返ししません。ご注意ください。 
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（２）支払い期日延期の場合 

① 契約保証金 

落札決定者は、契約保証金（売買金額の 10／100 に相当する金額（１円未満切上げ））を   

支払っていただきます。 

支払方法については、入札保証金が契約保証金の一部に充当された残金について、熊野町が

発行する納入通知書により契約締結日までに納入していただきます。また、入札保証金が契約

保証金を超える場合は、入札保証金全額を契約保証金として充当します。 

② 売買代金 

売買代金の完納期限は、令和８年７月 31日（金）となります。 

支払方法については、契約保証金が売買代金の一部に充当された残金について、熊野町が発

行する納入通知書により指定期日までに指定金額を納付していただきます。 

③ 違約金 

契約締結後、売買代金の納付を指定期日までに行わなかった場合には、売買契約を解除のう

え、契約保証金は違約金として熊野町に帰属し、お返ししません。ご注意ください。 

  ④ その他 

契約保証金は、その受入期間について利息を付けません。 

 

15．所有権の移転等                                 

 

（１）物件の引き渡し 

売買代金が完納されたときに所有権の移転があったものとし、物件を現況のまま引き渡します。

（図面等と現況が相異している場合、現況が優先します。） 

 

（２）所有権登記 

所有権の移転登記は、売買代金完納が確認された後、熊野町が行います。 

住宅ローン等金融機関からの借受金担保のために、所有権移転登記の連件として抵当権設定登

記等を同時申請される際には、別途ご相談ください。 

 

（３）公租公課等 

所有権の移転登記に必要な登録免許税等契約に必要な一切の費用は、購入者の負担となります。 

 

（４）共有者全員の名義で売買契約を締結した物件については、共有名義で所有権の移転登記を行い

ます。共有持分について熊野町にご連絡ください。 

 

（５）落札者は、落札に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。 
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16．その他の注意事項                                

 

（１）不正な申込みがあった場合は、その申込みを取り消すことがあります。 

 

（２）物件の引き渡しは現状のままで行いますので、必ず現地を確認してください。 

 

（３）現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。 

 

（４）建物を建築するに当たっては、建築基準法及び県、町の条例等により、指導等がなされる場合

や開発負担金が必要となる場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。 

 

（５）売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、熊野町の責めに帰すことので

きない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、落札者の負担

とします。 

 

（６）落札者が、売買契約に定める義務を履行しないために、熊野町に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければなりません。 

 

（７）落札物件の活用にあたっては、法令等の規制を必ず厳守しなければなりません。 
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土地売買契約書 

 

 

熊野町を甲とし、        を乙として、甲と乙は、次のとおり土地売買契約を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 甲は、その所有する次の土地（以下「土地」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける

ことを約した。 

 【物件番号１】 

所  在 地 番 
公  簿 売払土地 

備 考 
地 目 地積（㎡） 地 目 面積（㎡） 

熊野町川角一丁目 641番 1 雑種地 3,155㎡ 雑種地 3,155.37㎡  

 （売買代金） 

第２条 乙が甲に支払う土地の売買代金（以下「代金」という。）は、金          円とす

る。 

 （代金の納付及び遅延利息） 

第３条 乙は、第２条の代金として入札保証金を控除した金         円を甲の発行する納入通

知書により、令和  年   月  日までに納付しなければならない。 

 （所有権の移転） 

第４条 土地の所有権は、乙が代金を甲に全額を納付したときに、乙に移転する。 

 （土地の引渡し） 

第５条 甲は、前条の規定により、土地の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったものとする。 

 （登記手続等） 

第６条 この契約による土地の所有権移転の登記は、第４条の規定により土地の所有権が甲から乙に移転

した後、乙の請求により、甲が嘱託して行うものとし、乙は、甲に対し、当該登記手続に必要な書類そ

の他を提供し、これに協力するものとする。 

２ 前項の規定による土地の所有権移転の登記に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とす

る。 

 （危険負担） 

第７条 乙は、この契約締結の時から土地の引渡しのときまでにおいて、当該土地が、甲の責めに帰すこ

とのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対しての代金の減免を請求することができな

い。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、第４条の規定により土地の所有権が甲から乙に移転した後においては、土地の数量の不足

その他契約の内容に適合しない状態のあることを発見しても、代金の減額の請求、この契約の解除、又

は損害賠償の請求をしない。 

 （禁止用途） 

第９条 乙は、土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する

業の用に供してはならない。 

２ 乙は、土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２
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号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所又はその他これに類するものの用に供し、ま

た、これらの用に供されることを知りながら、土地の所有権を第三者に移転し、又は土地を第三者に貸

してはならない。 

 （実地調査等） 

第１０条 甲は、前条に定める特約の履行状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができる。 

２ 乙は、正当な理由なくして前項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

 （違約金） 

第１１条 乙は、第９条又は前条第２項の規定に違反したときは、甲に対し、違約金を支払わなければな

らない。 

２ 前項の違約金の額は、第２条に規定する代金の１００分の１０に相当する額とする。 

３ 第１項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

 （契約の解除） 

第１２条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告しないで、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

 (1) 乙が、この契約の規定に違反したとき。 

(2) 乙が、この契約による義務を履行しないとき。 

(3) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店

若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）

が、暴力団の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認

められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると

認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると

認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団

の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(6) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

(7) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

（返還金等） 

第１３条 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。ただし、

当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、前条の規定により、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が負担した契約の費

用は返還しない。 

 （有益費等請求権の放棄） 

第１４条 乙は、この契約が解除された場合において、乙がこの土地に支出した必要費、有益費その他一

切の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。 

 （乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに土地を原

状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が土地を原状に回復させることが適当でないと認め

たときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、土地が滅失又はき損しているときは、契約解除時の時価により

減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害

を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 
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３ 乙は、第１項に定めるところにより土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該土地

について甲を登記権利者とする所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１６条 乙は、第１２条の規定によりこの契約が解除された場合は、第４条の規定により土地の所有権

が甲から乙に移転した日からこの契約が解除された日までの土地の賃貸料に相当する額（甲の算定する

額）を、損害賠償金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、乙がこの契約による義務を履行しないため、甲に与えた損害額が同項の損害賠

償金の額を超えるときは、乙は、同項の損害賠償金のほか、その超える額を、甲の算定するところによ

り、甲に支払わなければならない。 

 （返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１３条第１項の規定により代金を返還する場合において、乙が第１５条第２項又は前

条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺するこ

とができる。 

 （契約の費用） 

第１８条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 （信義誠実の義務・疑義の解決） 

第１９条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ この契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上、決定する。 

 （裁判管轄） 

第２０条 この契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とす

る。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その１通を所持

する。 

  

 令和  年  月  日 

 

      甲   熊 野 町 

代表者 熊野町長 三 村 裕 史 

 

 

      乙   住 所 

 

          氏 名 

 

 

 

 

 

 

※売買代金を延期して納付する場合は、関連条項に一部変更があります。 
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様式第１号 

入 札 申 込 書 

 

 

 

 

 

一般競争入札による町有地の売払いについて、令和８年度川角一丁目町有地売却申込要領（以下「申

込要領」という）の内容、熊野町財務規則を承諾の上、次のとおり申し込みます。また、申込みにあ

たり次の事項を誓約します。 

 

１ 私は、申込要領「４．入札参加資格」に記載する、入札に参加できない者に該当しません。 

２ 私は、入札に対し、申込要領、入札物件の状況、入札物件を現地で確認した上で入札物件が現状

のままで引き渡されること等全て承知の上参加しますので、後日これらの事項について熊野町に対

し、一切異議、苦情等を申し立てません。 

 令和  年  月  日 

 

 

熊 野 町 長 様 

 

１ 申込者または代表者（※1） 

               〒 

  住所（所在地）                           

 

  氏名（法人名及び代表者名（※2））                 印 

 

  電話番号                              

  ※印鑑登録証明書と同じ印影を押印してください。 

          

        持分 （   ／   ）※連名での申し込みの場合、当該代表者が共有しようとする持分を 

記入してください。また、様式第 1 号別紙を添付してください。 

 

 

２ 申込物件 

物件番号 所      在      地 

１ 安芸郡熊野町川角一丁目641番１ 

 

注記 ※１ 連名の場合の代表者になります。 

   ※２ 法人の代表者名になります。 

 

 

受付印 
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様式第１号別紙 

 連名者 

  私は、申込物件を共有で取得するため、冒頭の事項を誓約し、代表者と連名して申し込みます。 

  また代表者本人が入札を行う場合に限り、申込物件の一般競争入札に係る一切の権限を委任します。 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                           印 

 

電話番号                                      

   

  持分 （   ／   ） 

 

 

連名者 

  私は、申込物件を共有で取得するため、冒頭の事項を誓約し、代表者と連名して申し込みます。 

  また代表者本人が入札を行う場合に限り、申込物件の一般競争入札に係る一切の権限を委任します。 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                           印 

 

電話番号                                      

   

  持分 （   ／   ） 

 

 

連名者 

  私は、申込物件を共有で取得するため、冒頭の事項を誓約し、代表者と連名して申し込みます。 

  また代表者本人が入札を行う場合に限り、申込物件の一般競争入札に係る一切の権限を委任します。 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                           印 

 

電話番号                                      

   

  持分 （   ／   ） 

 

 

連名者の押印は、印鑑登録済の印(実印)を使用してください。 

 



17 

様式第２号 

 

入 札 受 付 書 

 

 

 

１ 申込者または代表者 

               〒 

  住所（所在地）                           

 

  氏名（法人名及び代表者名）                      

 

  電話番号                              

 

 

２ 連名者 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                             

 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                             

 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                             

 

 

３ 申込物件 

物件番号 所      在      地 

１ 安芸郡熊野町川角一丁目641番１ 

 

 

※開札会場にお越しの際は、この入札受付書（町による受付印押印済のもの）を必ず持参してください。 

受付印 
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様式第３号 

 

入札保証金払込書発行依頼書 

 

令和  年  月  日 

 

熊 野 町 長 様 

 

申込者または代表者 

                 〒 

    住所（所在地）                           

 

    氏名（法人名及び代表者名）                   印 

 

 

 

令和８年度川角一丁目町有地売却一般競争入札への参加に係る入札保証金の納付のため、下記のと

おり払込書の発行を依頼します。 

 

 

１ 入札保証金払込書発行依頼額 

金 額  

       百万      千      円  

            

            

 

２ 申込物件 

 

物件番号 所      在      地 

１ 安芸郡熊野町川角一丁目641番１ 

 

 

（留意事項） 

  ※１ 金額記入は、アラビア数字（０、１、２、３‥・）を使用し、金額の頭書きには「￥」印

を付してください。 

  ※２ 金額については、令和８年度川角一丁目町有地売却申込要領のＰ６「７ 入札保証金」を

ご確認の上、ご記載ください。 

  ※３ 最高価格の入札であっても、入札保証金の額が落札額の５／100 以上でない場合、その入

札は無効となります。 
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様式第４号 

入  札  書 

 

金 額  

       百万      千      円  

            

            

 

 

  熊野町財務規則その他関係法令を遵守し、令和８年度川角一丁目町有地売却申込要領について承

諾のうえ、上記の金額で入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 熊 野 町 長 様 

 

 

住所（所在地）                       

 

氏名（法人名及び代表者名）               印 

 

 

 

 

記 

 

物件番号 所      在      地 

１ 安芸郡熊野町川角一丁目641番１ 
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様式第５号 

入 札 保 証 金 還 付 請 求 書 

令和  年  月  日 

熊野町長 三村 裕史 様 

 

申込者または代表者 

               〒 

  住所（所在地）                           

 

  氏名（法人名及び代表者名）                   印 

 

        ￥             

 

落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、熊野町に納めた上記入札保証金を次

の口座に振り込んでください。 

 

振込先 

金融機関名          銀行（金庫）         支店 

銀行・支店コード             － 

預金の種類  普通預金 ・ 当座預金 ・ その他（      ） 

口座番号  

口座名義人 

（フリガナ） 

 

 

 申込者と口座名義が異なる場合は、下記の振替依頼書と委任状の記載が必要です。 

振 替 

依頼書 

 上記振込先へ口座振替してください。 

 口座名義人（受任者） 

 

 住 所                              

 

 氏 名                        印     

 

委任状 

 上記の者を私の代理人として、入札保証金の受領について委任します。 

 申込者（委任者） 

 

 住 所                              

 

 氏 名                        印     
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様式第６号 

 

入札結果の公表等に関する同意書 

 

私が、令和８年度川角一丁目町有地売却一般競争入札の物件番号１の物件を落札した場合、熊野

町が行う入札結果のホームページへの公表及び問い合わせについて、下記のとおり取り扱ってくだ

さい。 

 

 ■町のホームページへの入札結果の掲載及び、電話等での入札結果への問い合わせについて 

・落札者の別（法人・個人）を公表することに （ 同意します ／ 同意しません ） 

・落札額を公表することに          （ 同意します ／ 同意しません ） 

   【同意できない場合の理由をご記入ください】 

 

 

 令和  年  月  日 

熊 野 町 長 様 

 

１ 申込者または代表者 

               〒 

  住所（所在地）                           

 

  氏名（法人名及び代表者名）                    印 

 

  電話番号                              

 

２ 連名者 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                         印   

 

〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                         印   

 

         〒 

住所（所在地）                                   

   

氏名（法人名及び代表者名）                         印   
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物 件 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

この物件説明は、御購入希望者が現地を確認されるうえでの

参考資料です。 

物件は、「２．物件の確認」（３ページ）のとおり、現況のまま

で引き渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
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物件番号 １  

 

所 在 地 熊野町川角一丁目 641番 1 

地  積 

公簿 現況 

地目 地積 地目 面積 

雑種地 3,155㎡ 雑種地 3,155.37㎡ 

利用の現状 更地 

形 状 等 地籍図のとおり 

接面道路の幅員等 北西側が幅員約５ｍの町道と接面（物件が１ｍ程度低い）している。 

都市計画法の制限 

市街化区域 

用途地域 第１種中高層住居専用地域 そ

の

他 

 建 蔽 率  ６０％ 

容 積 率 ２００％ 

注意事項 

・北西の接道側が全体的に道路から約１ｍ程度低くなっており、土地の中ほど

でさらに約１ｍ程度低くなっています。また接道面には電気事業者による電

柱が２本、熊野町のカーブミラーが１本設置されています。 

・南東側の法面手前には安全柵として金網フェンスが存置されています。 

・南東側の法面下部に隣接する水路に見られる赤茶色の沈殿物は、平成 29年に調査

した結果、鉄バクテリア（レプストリックス）等であることが確認されています。 

・東側には道路の突き当りからつながる部分に簡易な舗装物（コンクリートブ

ロックやレンガ等）が若干残置されています。 

・令和２年度に実施した南西側隣接の法面改良工事により発生した残土（約 250

㎥）が残置されています。なお、令和元年に土砂災害警戒区域等に指定されてい

ましたが、この工事実施により令和３年５月 27日付けで解除されています。 

・地下については埋蔵物調査、土壌汚染調査等は行っていません。 

・上記を含め、現状有姿での引き渡しとするため、事前に現地を確認し、関係

者と協議する等、土地利用計画に合わせた適切な処置を落札者の負担と責任

で行ってください。 

供給処理施設 

電  気 
中国電力ネットワーク(株)にご確

認ください 
下 水 道 

熊野町役場 下水道課にご確認くだ

さい 

上 水 道 
広島県水道広域連合企業団 熊野

事務所（熊野町役場内）にご確認

ください。 
都市ガス 広島ガス(株)にご確認ください 

交 通 機 関 【広島電鉄バス】 熊野川角バス停 150ｍ 

公共機関等 

役 場 約 1.7km（熊野町役場） 交番等 約 1.6km（熊野交番） 

保育園 約 800m（くまの・みらい保育園） 消 防 約 2.7km（熊野出張所） 

小学校 約 400m（熊野第三小学校） 郵便局 約 400m（熊野西郵便局） 

中学校 約 1.6km（熊野中学校）   

その他  
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物件番号① 熊野町川角一丁目 641番 1 

 

● 区  分：土地 

● 実測面積：3,155.37㎡ 

● 用途地域：市街化区域（第１種中高層住居専用地域） 

● 交  通：広島電鉄バス 熊野川角バス停 150ｍ 

 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件 

 

広島熊野トンネル 

① 

② 法面 
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地 籍 図 

①写真撮影方向 

②写真撮影方向 


